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答  申 

  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求については、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、○○市福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し令和２年９月１日付けで行った法６３条の規定に

基づく返還金額決定処分（以下「本件処分」という。）について、その

取消しを求めるものである。  

 

第３ 請求人の主張の要旨 

１ 請求人は、請求外亡○○さんが生活保護を受ける前の平成３０年８

月から平成３１年３月までの入院費等を立替え払いしていた。請求外

亡○○さんが請求人に返すということで立替えした保護開始前の入院

費は、被保護者の自立を助長するものであり、自立更生費として認め

られ、また、請求外○○さんの預金から請求人へ返済するのが法的に

は自然である。請求人が支払った葬祭費及び埋葬費についても控除さ

れるべきである。 

 ２ 保護開始前の入院費は被保護者である請求外亡○○さんの自立を助長

するためのものであり、請求外亡○○さんの預金から請求人に返済す

ることは、生活保護手帳別冊問答集問８の９４及び「生活保護法によ

る保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付社初第２４６号厚

生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第８・４・⑶・イが類

推適用される法の精神を遵守した正しい処分である。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 
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第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和６年１２月１１日 諮問 

令和７年 ２月１３日 審議（第９７回第３部会） 

令和７年 ３月１１日 審議（第９８回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め 

⑴ 法 

ア 法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る

資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の

ために活用することを要件として行われるとしている。 

イ 法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力があるに

もかかわらず、保護を受けたときは、被保護者は、すみやかに、

保護を受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実

施機関が定める額を返還しなければならないとしている。 

⑵ 民法 

民法８８２条及び８９６条により、相続は死亡によって開始され、

相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務

を承継するとされている。 

⑶ 局長通知 

  局長通知第８・４・⑶は、貸付資金のうち当該被保護世帯の自立

更生のために当てられる額の償還については、償還が現実に行われる

ことを確認した上、同・アないしウに掲げるものについて当該貸付資

金によって得られた収入（医療費及び介護費貸付資金）から控除して

収入認定することとし、同・イは、私人により貸し付けられたものに

ついて、私人から絶対的扶養義務者を除くものとしている。 

⑷ 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」（平

成２４年７月２３日付け社援保発０７２３第１号。以下「課長通知」
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という。） 

ア 課長通知１・⑴・柱書は、法６３条に基づく費用返還については、

原則、全額を返還対象とすることとしている。 

イ 同・ただし書は、全額を返還対象とすることによって当該被保護

世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合は、同・①ないし

⑥に定める範囲の額を返還額から控除して差し支えないとし、同・

④は、当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられた

ものであって、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される

限度として保護の実施機関が認めた額とするところ、同・（エ）は、

保護開始前の債務に対する弁済のために充てられた額は自立更生の

範囲には含まれないとしている。 

⑸ 「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付け厚生労働

省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。） 

ア  問８－９５・（答）は、過去の債務に対する弁済金を収入から控

除することは認められないとしている。 

イ 問１３－１０・（答）は、被保護者が、生存中、資力があるにも

かかわらず保護を受けた場合には、被保護者の生存中の保護費につ

いて法６３条の規定による費用返還の問題が生じるが、この費用返

還義務は相続人に承継されるとしている。 

  ⑹ 局長通知は、地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づ

く処理基準であり、課長通知は、同法２４５条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言である。問答集は、生活保護制度の具体的な運用・

取扱いについて問答形式により明らかにするものであり、実務の適切

な遂行に資するものであると認められる。 

２ 本件処分についての検討 

⑴ 法６３条は、被保護者が急迫の場合等において資力があるにもか

かわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府

県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する

金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければな

らないと定めているところ、法４条１項にいう要保護者に利用し得る

資産等の資力があるにかかわらず、保護の必要が急迫しているため、

その資力を現実に活用することができない等の理由で同条３項により

保護を受けた保護受給者がその資力を現実に活用することができる状

態になった場合の費用返還義務を定めたものであり（最高裁判所昭和
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４６年６月２９日判決・最高裁判所民事判例集２５巻４号６５０頁参

照）、被保護者が死亡した場合、その生存中、資力があるにもかかわ

らず保護を受けた場合には、その費用返還義務は相続人に承継される

こととなる（１・⑵及び⑶・イ）。 

そして、法６３条に基づく返還額の決定については、保護の実施機

関の合理的な裁量に委ねられているというべきであり、保護の実施機

関が支給済みの保護費の範囲内でした返還額の決定が違法となるのは、

保護の実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し

たものと認められる場合に限られるものと解される（東京高等裁判所

令和２年６月８日判決・判例タイムズ１４７８号３１頁参照。以下

「東京高判」という。）。 

⑵ これを本件についてみると、請求外亡○○さんは、保護開始前か

ら入院しており、金銭管理は親族が行っていたものの、請求外亡○○

さんが預金口座の暗証番号を失念し、入院中のため自ら変更手続を行

うことが困難で預金を引き出すことができず、親族による医療費の立

替えも困難となったことから保護申請がなされ、保護の必要が急迫し

ているものとして保護されたものである。 

保護開始時点において、請求外亡○○さんは、信用金庫の口座に７

５万１７４１円（普通預金４４万８４７３円、定期預金３０万３２６

８円）、都市銀行の口座に１０１８円、○○銀行の口座に２６８万３

３２４円の預金を保有していたこと、平成３１年２月２８日から同年

（令和元年）１２月７日までの間（以下「本件保護期間」という。）

における年金収入額２２万８８３９円のうち、端数調整後の認定月額

の合計額２２万８８３６円があったことが認められる。 

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あ

らゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要

件として行われるものであるところ（１・⑴・ア）、「利用し得る資産」

とは、現金等、直ちに現実に活用することが可能な資産はもとより、

その性質上直ちに処分することが事実上困難であったり、その存否及

び範囲が争われる等の理由により、直ちに現実に活用することが困難

である資産も含まれるところ（東京高等裁判所平成２２年３月２３日

判決）・裁判所ウェブサイト参照）、上記の預貯金、年金収入による資

力は、本来、請求外亡○○さんの最低生活の維持のために活用される

べきものであり、その活用を要件として保護が実施されるものである
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ことから、請求外亡○○さんは、上記資力を有するにもかかわらず保

護を受けたものとして、保護金品に相当する金額（本件保護期間にお

ける保護費３８９万７０４８円のうち３６６万４９１９円。以下「本

件返還対象額」という。）（別紙）の範囲内において保護の実施機関が

定める額を返還すべき義務を負うこととなるというべきである。 

⑶ ところで、法６３条に基づく費用の返還については、原則として、

本来受ける必要がなかった支給済みの保護費の全額を返還対象とし、

全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の自立を著しく阻

害すると認められる場合は、一定の額を返還額から控除すること（以

下「自立更生免除」という。）ができるものとされている（１・⑶・

ア）。 

ここでいう一定の額については、控除できる場合が限定されており

（同・イ）、こうした取扱いは、資力がありながら、それを現金化す

るなどして即座に活用することができず、当面の生活費の支弁が困難

であるなどの事情の下、支給を受けた保護費を生活費に当てた者を考

えれば、その分だけ資産の減少を免れていることになるから、後に資

力の現実の活用が可能になった場合には、原則として、支給を受けた

保護費の全額の返還を求めるとともに、返還義務の一部又は全部を免

除できる場合を例外的なものと位置付け、これを限定していることに

も相応の理由があるものとされている（東京高判参照）。 

請求人は、請求外亡○○さんの保護開始前の医療費は、被保護者

の自立を助長するものであり、保護費の返還原資となるものであるこ

と、また、局長通知第８・４・⑶において、貸付資金のうち被保護世

帯の自立更生のために当てられる額の償還について、当該貸付を受け

た者の収入から控除して認定するとされ、当該貸付に医療費貸付資金

が含まれるとされていることから、請求人の保護開始前に係る医療費

の自己負担相当額についても、請求外亡○○さんが有していた資力を

もって請求人に対する当該立替金の返済が認められるべきであると主

張する（第３）。 

しかし、自立更生免除は、被保護世帯の自立を著しく阻害すると

認められる場合にできるものであるところ、当該被保護世帯に属する

者は請求外亡○○さんのほかにはいないし、保護開始前に生じた債務

に対する弁済は、公金である保護費をもって保護開始前に生じた債務

を減額あるいは消滅させることを許容するとすれば、保護を受ける以
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前の個々人によって異なる程度に営まれてきた生活まで保護費によっ

て保障するのと同様の結果となり、地域住民との均衡や社会通念から

しても容認されるものではない上、保護を要する状態となった時から

将来に向かってその最低限度の生活の維持を保障しようとする法の目

的にも沿わないものといえ、保護を受けた者の自立更生のためのやむ

を得ない用途に充てられたものとは認められず（１・⑶及び⑷・イ、

東京地方裁判所令和３年５月２７日判決・ＬＥＸ／ＤＢインターネッ

ト文献番号２５６００４１９参照）、請求人が主張する当該保護開始

前の医療費の立替金は、請求外亡○○さんの保護開始前の債務である

ことからしても、これを返還対象額から控除することは認められない

というべきである。 

また、局長通知は、貸付を受けた者の収入から償還額を控除して

認定する取扱いにおいては、絶対的扶養義務者による貸付を除外して

いるのであるから（１・⑶）、当該立替金について、保護開始時に請

求外亡○○さんが有していた預貯金及び本件保護期間中の年金収入か

ら相当額を請求人への償還に充当したものとしてこれを控除して資力

を認定することはできない。 

その他、請求人が支払った葬祭扶助の差額分とされている葬祭費に

ついては、自立更生免除できるものに該当せず、他に返還対象額から

控除すべき理由は見当たらないし、埋葬費については支払ったことが

認められる証拠もない。 

⑷ もっとも、本件返還対象額が医療扶助費相当額を含み多額に及ぶ

ことは否めないが、本件保護は、請求外亡○○さんが資力を現実に活

用することができず、入院治療中の最低生活の維持が困難となってい

た状況において、申請に基づいて開始されたものであること、また、

処分庁は、保護開始に当たり、請求外亡○○さんに対し、預貯金が引

き出せるようになった場合には、法６３条に基づいて受けた金品に相

当する金額の範囲内で返還を求める旨を説明していること、さらに、

処分庁は、請求人ら親族に対し、暗証番号の変更手続を行うよう再三

指導していたものの、手続がなされなかったこと、これらの事情を踏

まえれば、本件返還対象額の全額について返還を求めることとした本

件処分は、法令等の定めに従い適正になされたものであって、保護の

実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用した違法があ

るとは認められない。 
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙（略） 


